
私達が日々利用している清涼飲料水などは、森林から供給

されたきれいな水で作られています。森林を源としたきれ

いな水を維持するため、森林整備や地球環境保全に努め、

森林にお返ししたいとの思いからシステムを考えました。

森林整備や環境緑化等のために飲料自販機の収益金の一部

を「緑の募金」に寄付する制度をご紹介します。

飲料会社

売上の数％を募金売上の数％を募金

「緑の募金自販機」設置のお願い

新規設置と設置可能な公共施設及び企業等のご

紹介をお願いします。

職員の福利厚生と訪れる方々のために、販売単

価を下げて販売すること等の工夫もお願いして

います。

◆お問い合せ先

公益社団法人青森県緑化推進委員会

〒０３０－０８１３

青森市松原１－１６－２５青森県森林組合会館内

ＴＥＬ：０１７－７７３－８７８７

（振込みは飲料会社が代行します）



１「緑の募金自販機の設置に協力しよう」というご連絡をいただくと、この制

度に協力を申し出ている飲料会社の者がお伺いして、内容をご理解いただい

たうえで設置オーナー様と飲料会社とで設置の契約をします。

２自販機の設置や電気工事の費用、飲料の補充、売上回収、缶等の回収などの

作業はすべて飲料会社が負担し行います。

協力会社

・みちのくキャンティーン株式会社（コカ・コーラ）

・株式会社原田ベンディングサービス（サントリー）

・ダイドードリンコ株式会社

・アサヒ飲料株式会社

３自販機設置オーナー様には、場所の提供と電気代の負担をお願いし、売上げ

に応じた販売手数料が毎月オーナー様の指定口座に振り込まれます。

４自販機には「緑の募金」のロゴ

マークが付き、売上げの一部を

「緑の募金」に寄付する旨の表示

がされます。

５毎月、売上げに応じて飲料会社から

オーナー様への販売手数料の

振込とともに「緑の募金口座」に

「緑の募金」を振り込みます。

６（公社）青森県緑化推進委員会では、この「緑の募金」を森林整備や緑の少

年団の育成などに有効活用させていただきます。

「緑の募金自販機」の具体的な内容



サイズと料金

青森県森林組合会館様 ネッツトヨタ本社様

※設置例

気仙地方森林組合様ネッツトヨタ岩手みたけ店様

取扱会社

・みちのくキャンティーン株式会社

設置をすることにより、取扱会社から売上金の一部が緑の募金に寄付されます。


